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時給

円944
2022年10月5日から静岡県の

地域別最低賃金は

※深夜（午後10時～午前5時）に勤務する場合、少なくとも25％の割増賃金
が加算されます。「深夜割増」以外にも「時間外割増」や「休日割増」が加算
されるケースがあります。詳しくは、連合へご相談ださい。
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時給

円
午後10時～午前5時に
勤務する場合
深夜割増25%を加算

0120-154-052
い こ う よ   れ ん ご う に

日本労働組合総連合会静岡県連合会（連合静岡）
〒422-8067　静岡県静岡市駿河区南町11-22
 https://www.rengo-shizuoka.jp/
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